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第
六
十
二
条
の
四
中
「
第
三
十
項
第
二
項
」
の
下
に

「
に
定
め
る
基
準
（
同
令
第
五
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

く
告
示
に
よ
り
当
該
基
準
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
に
代
え
て

適
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
当
該
告
示
に
定
め
る
基
準
）」

を
加
え
る
。

第
六
十
三
条
中
「
掲
げ
る
基
準
」
の
下
に「（
同
令
第

五
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
に
よ
り
当
該
基
準
が

適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
あ
つ
て

は
、
当
該
基
準
に
代
え
て
適
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
当

該
告
示
に
定
め
る
基
準
）」を
加
え
る
。

附
則
第
十
項
か
ら
第
九
十
六
項
ま
で
を
削
る
。

第
三
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
六
項
中
「
、
第
七
項
」
を
削
り
、「
第

十
三
項
」
を
「
第
十
四
項
」
に
、「
第
二
十
一
項
」を「
第

二
十
四
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
中
「
第
十
四
項
」
を
「
第
十
六
項
」に
、

「
第
二
十
一
項
」
を
「
第
二
十
四
項
」
に
改
め
、
同
条

第
四
号
を
削
り
、
同
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第

二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
三
十
一
条
第
九

項
の
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
同
項
及

び
同
条
第
十
六
項
の
基
準

第
六
十
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
三
十
一
条
第
十

五
項
の
大
型
特
殊
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
同
項
並

び
に
同
条
第
十
六
項
及
び
第
二
十
四
項
の
基
準

（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
運
輸
省
令
の
適
用
の
特
別
措
置

等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
運
輸
省
令
の
適
用
の
特
別

措
置
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
運
輸
省
令
第

三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

ハ

扶
養
親
族
に
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
四
号
の
二
に
規
定
す
る
特
定
扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
特
定
扶
養
親
族
一
人
に
つ
き
二
十
万
円

ニ

入
居
者
又
は
イ
に
規
定
す
る
者
に
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
障
害
者
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
障
害
者
一
人
に
つ
き
二
十
七
万
円
（
そ
の
者
が
同
項
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
特
別
障
害
者
で
あ

る
場
合
に
は
、
四
十
万
円
）

ホ

入
居
者
又
は
同
居
す
る
者
に
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
号
に
規
定
す
る
老
年
者
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
老
年
者
一
人
に
つ
き
五
十
万
円
（
そ
の
者
の
所
得
金
額
が
五
十
万
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
所
得

金
額
）

ヘ

入
居
者
又
は
同
居
す
る
者
に
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
一
号
に
規
定
す
る
寡
婦
又
は
同
項
第
三
十
一

号
の
二
に
規
定
す
る
寡
夫
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
寡
婦
又
は
寡
夫
一
人
に
つ
き
二
十
七
万
円
（
そ
の
者
の
所

得
金
額
が
二
十
七
万
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
所
得
金
額
）

第
二
章

高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進

（
供
給
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
二
条

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」と
い
う
。）第
三
十
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
は
、

別
記
様
式
第
一
号
の
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

賃
貸
住
宅
の
位
置
を
表
示
し
た
付
近
見
取
図

二

縮
尺
、
方
位
、
賃
貸
住
宅
の
敷
地
の
境
界
線
及
び
敷
地
内
に
お
け
る
賃
貸
住
宅
の
位
置
を
表
示
し
た
配
置
図

〇
国
土
交
通
省
令
第
百
十
五
号

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
及
び
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
八
月
三
日

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
（
第
二
条
e

第
二
十
五
条
）

第
三
章

地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
高
齢
者
向
け
の
優
良
な
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
等
（
第
二
十
六
条
e

第
四
十

九
条
）

第
四
章

終
身
建
物
賃
貸
借
（
第
五
十
条
e

第
五
十
七
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
五
十
八
条
・
第
五
十
九
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一

耐
火
構
造
の
住
宅

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
住
宅
を
い
う
。

二

準
耐
火
構
造
の
住
宅

耐
火
構
造
の
住
宅
以
外
の
住
宅
で
、
建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
若
し
く
は
ロ

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
耐
火
性
能
を
有
す
る
構
造
の
住
宅
と
し
て
住
宅
金
融
公
庫
法

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
大
蔵
建
設
省
令
第
一
号
）
第
一
条
各
号
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

三

所
得

入
居
者
及
び
同
居
す
る
者
の
過
去
一
年
間
に
お
け
る
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第

二
編
第
二
章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
の
例
に
準
じ
て
算
出
し
た
所
得
金
額
（
給
与
所
得
者
が
就
職
後
一
年
を
経

過
し
な
い
場
合
等
そ
の
額
を
そ
の
者
の
継
続
的
収
入
と
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

都
道
府
県
知
事
が
認
定
し
た
額
（
地
方
公
共
団
体
が
整
備
及
び
管
理
を
行
う
高
齢
者
向
け
の
優
良
な
賃
貸
住
宅
に

係
る
入
居
者
及
び
同
居
す
る
者
の
所
得
金
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
が
認
定
し
た
額
と
し
、
法

第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の
要
請
に
基
づ
い
て
都
市
基
盤
整
備
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
。）

又
は
地
方
住
宅
供
給
公
社
（
以
下
「
公
社
」
と
い
う
。）が
整
備
及
び
管
理
を
行
う
高
齢
者
向
け
の
優
良
な
賃
貸
住

宅
に
係
る
入
居
者
及
び
同
居
す
る
者
の
所
得
金
額
に
つ
い
て
は
、当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
が
認
定
し
た
額
と
し
、

公
団
が
整
備
及
び
管
理
を
行
う
法
第
五
十
三
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
賃
貸
住
宅
に
係
る
入

居
者
及
び
同
居
す
る
者
の
所
得
金
額
に
つ
い
て
は
、
公
団
が
認
定
し
た
額
と
す
る
。）。以
下
こ
の
号
に
お
い
て「
所

得
金
額
」
と
い
う
。）の
合
計
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
十
二
で
除
し
た
額
を
い
う
。

イ

同
居
す
る
者
又
は
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
控
除
対
象
配
偶
者
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
控
除
対
象
配
偶
者
」
と
い
う
。）若
し
く
は
同
項
第
三
十
四
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
扶
養
親
族
」
と
い
う
。）で
入
居
者
及
び
同
居
す
る
者
以
外
の
も
の
一
人
に
つ
き
三
十
八
万
円

ロ

控
除
対
象
配
偶
者
が
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
老
人
控
除
対
象
配
偶
者
で
あ

る
場
合
又
は
扶
養
親
族
に
同
項
第
三
十
四
号
の
三
に
規
定
す
る
老
人
扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
老
人

控
除
対
象
配
偶
者
又
は
老
人
扶
養
親
族
一
人
に
つ
き
十
万
円

第
三
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
中

第
五
項
を
第
三
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
旧
沖
縄
自

動
車
」
を
「
法
の
施
行
前
に
製
作
さ
れ
、
か
つ
、
法
の

施
行
の
際
沖
縄
県
の
区
域
に
存
す
る
自
動
車
で
あ
つ

て
、
法
の
施
行
後
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
運
行
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
沖
縄

自
動
車
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項

と
し
、
同
条
中
第
七
項
を
第
五
項
と
し
、
第
八
項
を
第

六
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
沖
縄
県
の
区

域
に
お
い
て
運
行
の
用
に
供
さ
れ
る
自
動
車
に
対
す

る
本
土
保
安
基
準
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
告
示
で
定
め
る
。

（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
を
削
る
。

（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
平
成
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
同
条
第
十
四
項
」
を「
同
条
第
十
六
項
」

に
、「
同
条
第
十
九
項
た
だ
し
書
き
を
削
り
、
同
条
第

二
十
一
項
中
「（
第
十
三
項
の
自
動
車
で
あ
つ
て
同
項

の
表
の
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号

イ
に
掲
げ
る
運
転
条
件
を
除
く
。）」」
を
「
同
条
第
二

十
一
項
た
だ
し
書
き
」
に
改
め
、
道
路
運
送
車
両
の
保

安
基
準
第
五
十
八
条
第
一
項
の
表
第
六
十
六
号
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
条
第
百
十
二
項
及

び
第
百
十
三
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。

附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
を
削
る
。

™


